
１　看護師等養成事業

２　看護師等修学資金貸与事業

３　中小病院等看護職員確保支援事業

４　県外看護学生Ｕターン応援事業

５　訪問看護提供体制推進事業

６　やまぐちナースネット事業

７　プレナース発掘事業

８　准看護師試験実施事業

９　ＥＰＡに基づく外国人看護師候補者就労支援事業

１　ナースセンター事業

２　看護職員再就業支援相談会事業

３　医療勤務環境改善支援センター運営体制整備事業

４　勤務環境改善研修会事業

５　病院職員子育てサポート事業

‐  訪問看護提供体制推進事業（再掲）

‐　やまぐちナースネット事業（再掲）

‐　看護職員メンタルサポート事業（R5終了）

１　新人看護職員研修事業

２　認定看護師課程派遣助成事業

３　認定看護師等活躍推進事業

４　感染管理体制強化事業

５　特定行為研修派遣助成事業

６　看護教員養成講習会事業

７　実習指導強化推進事業

８　助産実践能力向上事業

‐  訪問看護提供体制推進事業（再掲）

‐  訪問看護師育成支援事業（R5終了）
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第４章　令和６年度の看護職員確保対策事業

　看護職員の確保定着を図るため、「養成確保」「離職防止・再就業支援」「資質向上」を
柱とした看護職員確保対策を実施する。

看護職員確保対策協議会

新任期 中堅期 管理期

A
 
養
成
確
保
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Ａ 養成確保 

事 業 名 看護師等養成事業 No. Ａ‐１ 

目   的 
 看護師等養成所の教育内容を充実し、質の高い看護職員を養成するため、看護師等

養成所の運営費を補助する。 

概   要  

１ 補助対象 

  自治体立、学校教育法第１条に規定する学校を除く看護師等養成所 

２ 補助対象経費 

（１）教員経費（専任教員給与費、専任教育人当庁費、需用費、備品購入費、役務費、福利厚生費､

添削指導員給与費、部外講師謝金、委託料） 

（２）事務職員経費（専任事務職員給与費、委託料） 

（３）生徒経費（事業用教材費、臨床実習経費、委託料） 

（４）実習施設謝金（報償費、委託料） 

（５）へき地等の地域における養成所に対する重点的支援事業実施経費（実習体制支援経費、看護

職員養成確保促進経費、委託料） 

（６）新任看護教員研修事業実施経費（部外講師謝金､部外講師旅費､需用費､役務費､備品購入費） 

（７）看護教員養成講習会参加促進事業実施経費（部外講師謝金、部外講師旅費、代替教員雇用経費)  

３ 補助基準額 

区分 
１校当たり 

標準単価 

専任教員 

増員分経費 

へき地等 

地域分 

生徒１人 

当たり 

看護師３年課程（全日制） 16,178,000円 1,842,000円 1,087,000円 15,500円 

看護師２年課程（全日制） 13,889,000円 1,842,000円 1,004,000円 17,600円 

看護師２年課程（定時制） 10,417,000円 1,381,000円 1,004,000円 17,600円 

准看護師課程 8,080,000円 1,842,000円 973,000円 13,100円 

新任看護教員研修事業 受講者１人当たり 340,000円 

看護教員養成講習会参加促進事業 受講者１人当たり 147,000円 

基準額に対する調整率 

看護師等養成所の定員数 調整率 

定員１８１人以上 ０．９２ 

定員１６１人以上１８０人以下 ０．９４ 

定員１２１人以上１６０人以下 １．００ 

定員 ８１人以上１２０人以下 １．０２ 

定員       ８０人以下 １．０４ 

４ 実績（令和５年１２月末現在）               （単位：課程） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

看護師３年課程 全日制 ３ ３ ３ ２ ２ 

看護師２年課程 
全日制 １ １ １ １ １ 

定時制 ４ ４ ４ ４ ４ 

准看護師課程 ７ ７ ６ ６ ６ 

計 １５ １５ １４ １３ １３ 
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事 業 名 看護師等修学資金貸与事業 No. Ａ‐２ 

目   的 
 新卒看護職員の県内就業・定着を図るため、県内の中小病院（２００床未満）等に

おいて看護業務に従事しようとする看護学生に対し、修学上必要な資金を貸与する。 

概   要  

 

１ 貸付対象者   

  文部科学大臣若しくは厚生労働大臣、又は県知事が指定した養成所に在学する者 

 

２ 内容 

（１）修学資金の種類及び貸付月額 

区分 保健師・助産師・看護師 准看護師 修士課程 

国立・自治体立 ３２，０００円 １５，０００円 国内 ８３，０００円 

民 間 立 ３６，０００円 ２１，０００円 国外 ２００，０００円 

（２）貸付利率 

   無利子 

（３）貸付期間 

   修学期間（最短修学年限） 

 

３ 返還期間 

  貸付期間と同一 

 

４ 返還対象者 

○ 退学したとき 

○ 学業成績が著しく不良となったと認めるとき 

○ 卒業後１年以内に免許を取得しなかったとき 

○ 山口県内において、免除対象施設で看護業務に従事しなかったとき 

○ 山口県内において、免除対象施設で看護業務に従事した期間が規定の期間に満たないとき 

 

５ 返還免除 

○ 養成所を卒業後、免許を取得して県内免除対象施設（病床数２００床未満の病院等）で 

５年間看護業務に従事した場合 

○ 修士課程修了後、県内免除対象施設で５年間看護業務に従事した場合 

  

６ 貸与実績（令和５年１２月末現在）                 （単位：人） 

年度 保健師 助産師 看護師 准看護師 修士課程 貸与総数 

Ｒ１ ４ ０ １９１ ６０ ０ ２５５ 

Ｒ２ ４ ０ １９１ ６２ ０ ２５７ 

Ｒ３ ４ １ １７１ ６４ ０ ２４０ 

Ｒ４ ３ ０ １６８ ６４ ０ ２３５ 

Ｒ５ ２ ０ １７７ ５８ ０ ２３７ 
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事 業 名 中小病院等看護職員確保支援事業 No. Ａ‐３ 

目   的 
 病床数200床未満の中小病院や訪問看護ステーションが支給する就職支度金の一部を

補助することにより、若手看護職員の中小病院への就業を誘導し、その定着を図る。 

概   要  

 

１ 補助対象 

  中小病院（病床数200床未満の病院）、訪問看護ステーション 

 

２ 補助対象となる就職支度金を支給する採用者の要件 

①満年齢が採用日時点で40歳未満であること。 

②常勤であること。 

③採用日から対象施設において２年間継続して看護業務に従事すること。 

④採用者が過去に山口県看護師等修学資金の貸与者であれば、採用日までに貸付金が全額返還

免除又は完済していること。 

※県内の他病院等からの転職（未就業期間が30日未満のもの）、同一法人内での異動及び 

公務員は除く。 

 

３ 交付額 

  基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率１／２を乗じて得た額 

（１）基準額 

   採用した看護職員１人当たり ４００，０００円 

（２）対象経費 

   対象施設において、就職支度金制度が規則等で明文化されており、採用者に直接支給する 

就職支度金 

 

４ 補助金の返還 

採用後２年経過までの間に採用者が離職した場合 

 

５ 実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

補助施設数（施設） ０ ２ １ ２ 

採用者数 （人） ０ ５ １ ７ 

  ※Ｒ５は補助金申請時における見込み数 
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事 業 名 県外看護学生Ｕターン応援事業 No. Ａ‐４ 

目   的 

 県外の看護学生や既卒者で、独立行政法人日本学生支援機構等の奨学金の貸与を受けて

いる者が、県内の中小病院等に就職し、一定期間看護業務に従事した場合、その者が貸与

を受けた奨学金の返還額の一部を補助することにより、看護職員の県内定着を図る。 

概   要  

 

１ 補助対象 

  県内の中小病院（病床数200床未満の病院）や訪問看護ステーションに就職を希望する次の者 

  ①県外の看護師等養成所で卒業年度の学年に在籍している者 

  ②既卒者（看護師等養成所を卒業している者で、県外に居住し、無職又は県外の病院等に勤務する者） 

  ※満年齢が採用日時点で40歳未満の者に限る。 

 

２ 補助対象となる要件 

  次のすべての要件を満たすこと。 

  ・奨学金の貸与を受けており、返還予定又は返還中の者 

  ・県内の中小病院や訪問看護ステーションに就職後５年間継続して看護業務に従事する見込みの者  

  ・県内に定住する見込みの者 

 

３ 補助金 

（１）補助金額 

初年度交付申請時の貸与奨学金の返還残額に補助率１／２を乗じて得た額 

（２）補助上限額 

   １，４４０，０００円 

（３）補助方法 

   対象施設に就職後原則５年間に分けて支給 

 

４ 補助金の返還 

対象施設に就職後５年間継続して看護業務に従事しなかった場合 

 

５ 実績（令和５年１２月末現在）             （単位：人） 

年度 保健師 助産師 看護師 准看護師 計 

Ｒ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ４ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ５ ０ ０ １ ０ １ 

  ※就業中の人数を計上 
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事 業 名 訪問看護提供体制推進事業 No. Ａ‐５ 

目   的 
 地域における訪問看護提供体制の安定化と推進を図るため、訪問看護総合支援セン

ターを設置し、訪問看護ステーションの活動を支援する。 

概   要  

１ 訪問看護推進協議会 

 専門的知見を有する者による訪問看護の様々な課題を一体的・一元的に解決するための協議会

を開催する。 

（１）開催回数  年１回程度 

 （２）協議内容 

○訪問看護提供体制に関すること 

    ○訪問看護に関する看護職員の資質向上及び確保促進に関すること 

    ○その他訪問看護の推進に必要なこと 

２ 訪問看護提供体制推進検討会 

 訪問看護ステーションにおける実態の把握、課題の整理、具体的な対策等を検討するととも

に、訪問看護に係る普及啓発を実施する。 

３ 専門職による相談対応 

 訪問看護事業所開設者や管理者等を対象とした相談窓口を設置し、事業所の開設・運営、人材

確保、人材育成に係る相談に対応する。 

４ 人材確保（ナースセンターとの連携） 

○潜在看護師・プラチナナース等の就業促進 

○若手看護師確保に向けた取組みの実施 

○離職防止・相談支援窓口の設置 

５ 人材育成 

○研修会の開催 

・基礎研修 ：訪問看護に興味や関心がある者を対象 

・新任者研修：訪問看護の実務経験 3 年未満の者、訪問看護師として就労予定の者 

・中堅者研修：訪問看護師としての実務経験が概 3 年以上 10 年未満の者 

・管理者研修：訪問看護事業所の管理者 

・実践研修 ：各圏域の訪問看護及び病院の看護職員を対象に、圏域の課題を検討 

○人材育成マニュアルの作成 

 各事業所が自施設で利用できる、新人看護師、新任期、中堅期などの各段階別人材育成マニ

ュアルを作成 

○事業所現地訪問による支援体制 

  

※ 令和６年度新規事業 
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事 業 名 やまぐちナースネット事業 No. Ａ‐６ 

目   的 

 看護に関する総合情報サイト「やまぐちナースネット」の運用により、看護の魅力

や県政情報、県内病院等の情報を発信し、看護職・県内病院等への興味を促進させ、

県内就業の促進を図る。 

概   要  

 

１ 看護に関する総合情報サイト「やまぐちナースネット」の運用 

（１）開設年月日 

   平成２７年６月１７日 

（２）ＵＲＬ 

   https://www.pref.yamaguchi-nurse-net.jp/ 

（３）掲載内容 

  ○県内の病院や訪問看護ステーションの情報 

   ・看護方式や看護体制、教育・研修体制 

   ・勤務時間や初任給、福利厚生 

   ・求人情報 

   ・修学資金制度やインターンシップ、看護体験の案内 等 

    掲載施設数（令和５年１２月末現在）（単位：施設） 

医療機関 ９９ 

訪問看護ステーション ３２ 

計 １３１ 

  ○看護業務の紹介 

  ○県内の看護学校の紹介 

  ○１日ナース体験や看護の魅力発見等県主催のイベント等の案内  等 

 

２ メールマガジンの配信 

（１）運用開始 

   平成２７年６月１７日 

（２）配信対象 

   メールマガジン読者登録者 

（３）登録方法 

   「やまぐちナースネット」内の専用サイトから登録（登録・利用料：無料） 

（４）配信間隔 

   月１回 

（５）配信状況（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

配信回数（回） １２ １３ １２ １１ ９ 

登録者 （人） ２０２ ２１９ ２２５ ２３２ ２３７ 
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事 業 名 准看護師試験実施事業（看護師等免許関連事務事業） No. Ａ‐８ 

目   的 
 准看護師免許を受けるための資格試験として、保健師助産師看護師法第１８条に基

づき、厚生労働大臣の基準に従い、都道府県が実施する。 

概   要  

 

１ 受験資格 

（１）文部科学省令・厚生労働大臣令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定し

た学校において２年の看護に関する学科を修めた者 

（２）文部科学省令・厚生労働大臣令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成

所を卒業した者 

（３）看護師国家試験受験資格のある者 

（４）外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を得た者のうち厚

生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めた者 

 

２ 厚生労働大臣の定める基準（平成１２年厚生省告示第１３６号） 

（１）問題数及び科目                     （単位：問） 

 カリキュラム 問題数 カリキュラム 問題数 

試

験

科

目 

人体の仕組みと働き 

栄養 

薬理 

疾病の成り立ち 

保健医療福祉の仕組み 

看護と法律 

９ 

３ 

４ 

８ 

２ 

２ 

基礎看護 

成人看護 

老年看護 

母子看護 

精神看護 

 ４８ 

３６ 

１４ 

１２ 

１２ 

計 １５０ 

（２）試験時間 

   １問につき１分程度 

（３）主題形式 

   客観式（四肢択一） 

（４）合否判定の基準 

   満点の１００分の６０を下回らないこと 

  

３ 合格者の推移                  

年度 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

受験者数（人） ４４１ ４１４ ４２９ ３５６ ３２１ 

合格者数（人） ４２９ ４０８ ４２５ ３４６ ３１０ 

合 格 率（％） ９７．３ ９８．６ ９９．１ ９７．２ ９６．６ 
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事 業 名 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者就労支援事業 No. Ａ‐９ 

目   的 
 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者の受入施設に対し、就労・研修

体制の充実を図るため、研修指導者経費や日本語研修に係る経費等を助成する。 

概   要  

 

１ 補助対象 

  経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者の受入施設 

 

２ 補助対象経費及び補助基準額 

（１）日本語習得支援事業 

   日本語学校等への就学や日本語講師の招聘等日本語能力を向上させるために必要な経費 

   《基準額》外国人看護師候補者１人当たり １１７，０００円 

 （２）就労研修支援事業 

   国家資格の取得に向けた研修が適切に実施されるために必要な経費 

   《基準額》受入施設１か所当たり ４６１，０００円 

 

３ 実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

受入施設数（施設） ３ ３ ２ ２ ３ 

候補者数 （人） １５ １８ １１ １４ １２ 

 

《参考》経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国人看護師候補者の受入について 

 １ 趣旨 

   経済活動の連携強化の観点から、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うもの 

 ２ 受入の流れ【看護コース】 
 

 

○ インドネシア（看護師資格取得 + ２年間の実務経験） 

○ フィリピン （看護師資格取得 + ３年間の実務経験） 

○ ベトナム  （３年制又は４年制の看護課程修了＋ 

看護師資格取得＋２年間の実務経験） 
 

 

雇 用 契 約 の 締 結 

 

６ヶ月又は１２ヶ月の日本語研修 

 

看 護 導 入 研 修 

 

雇用契約に基づき病院で就労・研修 

 

看護師国家試験の受験（３回まで） 
                   ※ 特例で４回まで受験可、准看護師試験の受験も可 

合格 

 

看護師として就労（在留期間は３年間まで、上限なく更新可能） 
 

不合格（帰国後短期滞在にて再度国家試験を受験し合格） 

 

候 補 者 
 

一定の日本語能力（日本

語能力試験２級程度）を

有すると認められる場合 
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Ｂ 離職防止・再就業支援 

事 業 名 ナースセンター事業 No. Ｂ‐１ 

目   的 
 山口県ナースセンター(｢看護師等の人材確保の促進に関する法律｣に基づき、山口県

看護協会を指定)による再就業に向けた支援を実施し、看護職員の確保促進を図る。 

概   要  

１ ナースセンター運営協議会 

 公共職業安定所、医療機関の関係者等から構成される協議会を開催し、ナースセンターの運営

及び看護職員の就業促進に向けた協議を行う。 

２ ナースのお悩み相談室の設置    

 学生・就業者・離職者等、看護に関わる者のキャリア継続を支援するため、ナースセンターに

おいて電話やメールでの相談に応じる。 

※令和４年度まで、各地域にサテライト相談員（就業支援サポーター）を配置して実施。令和５

年度より、相談窓口をナースセンターに集約。 

※令和５年度まで、就業支援サポーターによる施設・学校訪問を実施。 

  《実績》（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

相談件数（延） ３０ １４ ３５ ３６ ７９ 

３ 看護の技術習得に必要な演習器材の貸出 
 単独での整備が難しい演習器材の貸出を行うことで、小規模病院や福祉施設等の看護職員の資

質向上をサポートし、離職防止や就労継続を促進する。 

（１）貸出器材 

   成人演習モデル、点滴静注シミュレータ、吸引シミュレータ、呼吸音聴診シミュレータ 等 

（２）実績（令和５年１２月末現在）                （単位：件） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

貸出件数 ２８ ４６ ５８ ３３ ３５ 

個人演習（看護技術） ５１ ２１ ２３ ３０ ３１ 

４ 離職者・未就業者届出サポート 

 看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正（平成２７年１０月施行）による離職者等の届

出及び届出者への情報提供等を円滑に行うための病院からの一括届出等に対応する。 
 《実績》（令和５年１２月末現在）                  （単位：人） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

届出者数 
新規 ３５０ ３１３ ３５５ ３０６ １３４ 

累計 １，５１２ １，８２５ ２，１８０ ２，４８６ ２，６２０ 

※ナースセンター報告分より計上 

５ 看護師等就業協力員の育成 

 看護職員確保対策や看護に対する関心や理解の促進を目的として活動する「山口県看護師等就

業協力員」の資質向上に向けた研修を実施する。 

  《実績》                     （単位：人） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数（回） １ １ １ １ １ 

参加者数（人） ２０ １９ １７ ２１ １８ 
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６ 再チャレンジ研修の実施 

再就業を希望する者を対象に、最新の看護技術や知識の習得に向けた研修、未就業者の集い等

を実施し、再就業に対する不安を軽減し、再就業促進、看護職員確保を図る。 

（１）対象者 

 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許所有者で就業していない者で、県内の医療機関等

への再就業を希望する者 

（２）実施方法 

   ア 県内の指定施設 

     講義、演習及び見学実習 

   イ 山口県看護協会 

     就業の促進・動機づけとなる集合研修会の開催 

（３）研修内容 

   ○ 基本的看護技術（採血、注射、吸引、生活援助等） 

   ○ 医療安全・感染管理、個人情報の取扱いと看護記録、急変時の対応 等 

（４）実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

受講者数（人） １８ ２ １５ ７ １０ 

就業者数（人） １４ ２ １０ ４ ３ 

就 業 率（％） ７７．８ １００ ６６．７ ５７．１ ３３．０ 

７ 再就業コーディネーターの配置（ハローワークでの巡回相談等） 
  再就業希望者への個別支援及びハローワークにおける巡回相談を行う。 

 《実績》（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

配置箇所数（箇所） ７ ７ ７ ７ １０ 

開催回数 （回） ７０ ５６ ７７ ７７ ６８ 

相談件数 （件）※ １０７ ５０ ８２ ８１ ８６ 

就業者数 （人） ４０ ８ ２６ １３ １０ 

   ※ 相談件数は、ハローワーク出張相談分のみを計上 

８ 無料職業紹介及び相談事業 

 ナースセンターコンピュータシステム（ＮＣＣＳ）の運用により無料職業紹介をインターネッ

ト上に展開し求職者と求人施設のマッチングを図る。 

  《実績》（令和５年１２月末現在）   

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

年間求人数 (人) ４，５９２ ４，０６４ ４，１９６ ３，９７６ ３，７０２ 

年間求職者数(人) １，３５４ １，０３９ ３，４８１ １，６６３ ７０９ 

年間就業者数(人) １５４ １２３ ２８３ １７４ ５２ 

年間相談件数(件) ２，３４８ ２，６０９ ７，０３２ ３，６８１ １，６９３ 
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事 業 名 看護職員再就業支援相談会事業 No. Ｂ‐２ 

目   的 
 再就業を希望する者を対象とした就職相談会の実施により、潜在看護職員の再就業

を促進し、看護職員の確保を図る。 

概  要  

 

１ 参加対象 

  再就業を希望する者 

 

２ 参加施設 

  中小規模の医療機関や訪問看護ステーション、介護保険施設等 

 

３ 実施内容 

  ハローワークとナースセンターによる合同開催により実施 

 ○参加施設からのプレゼンテーション 

 ○施設別の個別ブースによる就業相談 

 ○ハローワーク・ナースセンター職員による再就業相談 等 

 

４ 実  績 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

参加施設（施設） ４２ ５６ ５５ ５３ 

 

地域 

山口： 6 山口： 6 山口：6 山口：6 

下関：30 下関：25 下関：23 下関：21 

徳山： 6 徳山： 6 徳山：6 徳山：6 

― 宇部：19 宇部：16 宇部：14 

― ― 岩国：4 岩国：6 

参加者（人） １０８ １５１ １４７ １７０ 

 

地域 

山口：33※ 

(再掲：看護職９) 

山口：18※ 

(再掲：看護職6) 

山口：22※ 

(再掲：看護職11) 

山口：20※ 

(再掲：看護職4) 

下関：51※ 

(再掲：看護職23) 

下関：55※ 

(再掲：看護職19) 

下関：58※ 

(再掲：看護職14) 

下関：71※ 

(再掲：看護職25) 

 
徳山：24※ 

(再掲：看護職11) 

徳山：22※ 

(再掲：看護職12) 

徳山：16※ 

(再掲：看護職7) 

徳山：15※ 

(再掲：看護職8) 

 ― 
宇部：56※ 

(再掲：看護職14) 

宇部：40※ 

(再掲：看護職15) 

宇部：46※ 

(再掲：看護職14) 

 ― ― 
岩国：11※ 

(再掲：看護職9) 

岩国：18※ 

(再掲：看護職8) 

※山口・下関・徳山・宇部では、ハローワークの介護デイと合同開催し、岩国は看護就職デイ 

 と合同開催 
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事 業 名 医療勤務環境改善支援センター運営体制整備事業 No. Ｂ‐３ 

目   的 
 医療機関が行う勤務環境改善に向けた取組を支援する拠点となる「医療勤務環境改

善支援センター」を運営し、医療従事者の離職防止や医療安全の確保を図る。 

概   要  

 

１ 随時相談 

  各医療機関からの電話相談を受け付け、内容に応じて関係機関等へつなぎ、連携して対応 

（１）受付時間 

   平日の８時３０分から１７時１５分まで 

（２）窓口 

   県医療政策課内に設置 （電話）０８３－９３３－２９２２ 

 

２ アドバイザー派遣 

 労働局と連携し医業経営面や労務管理面に関する専門的なアドバイザーを派遣し、医療勤務環

境改善マネジメントシステムの導入支援や、勤務環境改善に関する相談対応を実施する。 

 《実績》（令和５年１２月末現在）           （単位：施設） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

支援件数 ２４ １８ ３９ ７２ １７４ 

 

医療勤務環境改善マネジメントシステムとは 

 医師、看護師、事務職等幅広い医療スタッフの協力の下、各医療機関の実態に合った形

でＰＤＣＡサイクルを活用し、計画的且つ自主的に勤務環境改善に取り組む仕組み 

 

３ 運営協議会の開催 

 医療勤務環境改善支援センターの運営方針や取組内容に関する協議会を開催し、関係者の必要

な意見調整を行いながら、医療勤務環境改善支援センターの取組推進を図る。 

（１）開催回数 

   年１回 

（２）協議内容 

   ○当該年度事業実績の説明 

   ○次年度事業計画に関する協議 

   ○その他医療従事者の勤務環境改善に関する事項 
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事 業 名 勤務環境改善研修会事業 No. Ｂ‐４ 

目   的 
 医療機関の管理者等関係者を対象に医療勤務環境マネジメントシステム導入に向け

た研修を実施し、勤務環境改善についての理解を深め、制度の徹底を図る。 

概   要  

 

１ 対象者 

  医療機関の管理者、看護管理者及び事務責任者等 

 

２ 研修内容 

 ○ 医療勤務環境改善マネジメントシステムの内容に関する説明 

○ 医療勤務環境改善マネジメントシステム導入の手法等に関する説明 

○ 医療勤務環境改善支援センターの支援を受けて勤務環境の改善が見られた県内医療機関の

事例や他都道府県の好事例の紹介 

○ 医療従事者の勤務環境の改善に関する最新情報の紹介 等 

 

３ 実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数（回） ２ ３ ３ ３ ２ 

参加施設（施設） 延６４ 延１３１ 延１５５ 延１７６ 延１３０ 

参加者 （人） 延８８ 延１６３ 延１６５ 延２２４ 延１７８ 

  ※R2年度以降はYouTubeの限定公開による動画配信 
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事 業 名 病院職員子育てサポート事業 No. Ｂ‐５ 

目   的 
 医師や看護師等の医療従事者が利用する病院内保育所の運営費を補助し、医療従事

者の離職防止や再就業の促進を図る。 

概   要  

 

１ 補助種別及び補助対象 

種別 Ａ型特例 Ａ型 Ｂ型 Ｂ型特例 

補助種別 

保育児童数 ４人未満 ４人以上 １０人以上 ３０人以上 

保育時間 ８時間以上 ８時間以上 １０時間以上 １０時間以上 

保育士等数 ２人以上 ２人以上 ４人以上 １０人以上 

月額保育料 １０，０００円以上 

補助対象施設 民間立、公的団体立、国立の医療機関 

補助率 
民間立、独立行政法人地域医療機能推進機構      ２／３ 

公的団体立、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人 １／２ 

※ 都道府県労働局実施「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」等との重複補助は認めない。 

※ 公的団体立とは、日本赤十字社､社会福祉法人恩賜財団済生会､厚生農業協同組合連合会をいう。 

※ 国立とは、独立行政法人、国立大学法人をいう。 

※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人はＨ２８年度から補助対象に追加 

※ 補助種別については、保育所を１２か月運営しており、全ての項目を満たしていることが必要 

※ 保育児童数には、看護職員以外の病院職員の児童も含める。 

 

２ 施設当たりの補助金額の算定 

  基準額（基本額＋加算額）と対象経費の実支出額を比較して少ない額に補助率を乗じて得た額 

（１）基本額 

   （補助型別定数×１８０，８００円×運営月数－保育料収入相当額)×調整率 

  ア 補助型別定数 

    Ａ型特例１人、Ａ型２人、Ｂ型４人、Ｂ型特例６人 

  イ 保育料収入相当額 

    ２４，０００円に保育月数を乗じた金額の合計額とする。 

    また、保育料収入相当額の算出にあたって対象となる上限の人数は表２のとおり。 

     （表２ 保育料収入相当額算出の児童の上限人数） （単位：人） 

種別 Ａ型特例 Ａ型 Ｂ型 Ｂ型特例 

保育児童 １ ４ １０ １８ 

  ウ 調整率 

    負担能力指数により、表３のとおり調整率を算出。 

    ただし、病院内保育施設設置後３か年を経過していない施設にあっては適用しない。 

  エ 負担能力指数 

 前々年度の病院決算における当期剰余金を病院内保育所運営費に係る設置者負担選定額

で除した数値（山口県看護職員確保対策事業費補助金交付前の額） 

   （表３ 負担能力指数による調整率） 

負担能力指数 ５未満 ５以上２０未満 ２０以上 

調整率 １．０ ０．８ ０．６ 

  オ 設置者負担選定額 

    病院内保育所施設運営費の設置者負担見込額と標準経費額を比較して少ない方の額 
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  カ 設置者負担見込額 

    病院内保育所施設運営費見込額－保育料等収入 

  キ 標準経費額 

    保育士等の数×標準人件費（年額３，１８６，０００円）＋その他の経費 

  ク 保育士等の数 

 当該年度の４月１日現在の病院内保育施設利用職員の児童数÷２．６（標準経費の算出

に用いる基準児童数）。ただし、算出された保育士等の数がＡ型特例及びＡ型にあっては

２人、Ｂ型にあっては４人、Ｂ型特例にあっては１０人を下回る場合は、当該病院内保育

施設の保育士等の数は、Ａ型特例及びＡ型２人、Ｂ型４人、Ｂ型特例１０人とする。 

（２）加算額 

  ア ２４時間保育  ２３，４１０円×運営日数 

  イ 病児等保育  １８７，５６０円×運営月数 

  ウ 緊急一時保育  ２０，７２０円×運営日数 

  エ 児童保育    １０，６７０円×運営日数 

  オ 休日保育    １１，６３０円×運営日数 

  カ 共同利用保育  １０，６７０円×運営日数 

 

３ 実績（令和５年１２月末現在） 

（１）民間立及び独立行政法人地域医療機能推進機構の医療機関      （単位：医療機関） 

年度 
補助 

総数 

Ａ型 

特例 
Ａ型 Ｂ型 

Ｂ型 

特例 

24時間 

保育 

病児等 

保育 

緊急一

時保育 

児童 

保育 

休日 

保育 

Ｒ１ ３３ ２ １６ １４ １ １３ ２ ０ ０ ２０ 

Ｒ２ ３１ ５ １３ １３ ０ １２ １ ０ １ ２０ 

Ｒ３ ２８ ３ １４ １１ ０ ８ １ １ １ １７ 

Ｒ４ ２６ ６ １３ ７ ０ １０ １ ０ １ １７ 

Ｒ５ ２３ ５ １０ ８ ０ １１ １ ０ １ １６ 

（２）公的団体立医療機関                       （単位：医療機関） 

年度 
補助 

総数 

Ａ型 

特例 
Ａ型 Ｂ型 

Ｂ型 

特例 

24時間 

保育 

病児等 

保育 

緊急一

時保育 

児童

保育 

休日

保育 

Ｒ１ １２ ０ ５ ５ ２ ４ １ ０ ０ ５ 

Ｒ２ １２ １ ５ ５ １ ３ １ ０ ０ ４ 

Ｒ３ １２ １ ５ ５ １ ３ １ ０ ０ ６ 

Ｒ４ １１ １ ４ ５ １ ３ １ ０ ０ ５ 

Ｒ５ １２ ２ ４ ５ １ ４ １ ０ ０ ５ 
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Ｃ 資質向上 

事 業 名 新人看護職員研修事業 No. Ｃ‐１ 

目   的 
新人看護職員が臨床研修を受けられる体制を構築するための支援を実施し、看護の

質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図る。 

概   要  

１ 新人看護職員研修経費への支援 

（１）事業内容 

   ① 新人看護職員研修事業 

     新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修への支援 

   ② 医療機関受入研修事業 

 病院内の新人看護職員研修を公開し、他病院等の新人看護職員を公募により受け入れた

研修の実施に対する支援 

（２）交付額 

   基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率１／２を乗じて得た額 

  ① 基準額 

     次のア～ウにより算出された合計額 

     ア 研修経費 

     （ア）新人看護職員が１人のとき              ４４０，０００円 

        新人保健師研修・新人助産師研修のいずれかを含む場合 ５８６，０００円 

     （イ）新人看護職員が２人以上のとき            ６３０，０００円 

   新人保健師研修・新人助産師研修のいずれかを含む場合 ７７６，０００円 

                     両方を含む場合 ９２２，０００円 

     イ 教育担当者経費 

       新人看護職員５人ごとに ２１５，０００円（上限７０人） 

     ウ 医療機関受入研修事業を実施した場合の加算（１施設当たり） 

       受入人数 １～ ４人     １１３，０００円 

         ５～ ９人     ２２６，０００円 

        １０～１４人     ５５６，０００円 

        １５～１９人     ８４９，０００円 

        ２０人以上    １，１３２，０００円 

        以降１人増すごとに   ４５，０００円（上限３０人） 

       ※当該事業における受入人数は、１人当たり年間４０時間で１人とする。 

        なお、１人４０時間に満たない場合は、複数人で４０時間となれば１人とする。 

   ② 対象経費 

ア 新人看護職員研修事業の実施に必要な研修責任者経費（謝金、人件費、手当）､報償

費、旅費、需用費（印刷製本費、消耗品費、会議費、図書購入費）、役務費（通信運

搬費、雑役務費）、使用料及び賃借料、備品購入費（新人看護職員が２人以上の場合

のみ）、賃金（外部の研修参加に伴う代替職員経費） 

   イ 新人看護職員研修事業の実施に必要な教育担当者経費（謝金、人件費、手当） 

ウ 医療機関受入研修事業の実施に必要な教育担当者経費（謝金、人件費、手当）、需

用費（消耗品費、印刷製本費、会議費、図書購入費）、役務費（通信運搬費、雑役務

費）、使用料及び賃借料、備品購入費 
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（３）実績（令和５年１２月末現在）            （単位：施設） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

新人看護職員研修事業 ３２ ３２ ３２ ３１ ３１ 

医療機関受入研修事業 ４ ２ ３ ３ ４ 

 

２ 研修責任者・教育担当者・実地指導者研修の開催 

研修責任者、教育担当者及び実地指導者を対象とした研修会を開催し、新人看護職員研修の実

施体制を確保する。 

（１）研修責任者研修 

   ア 受講対象  研修責任者（新人看護職員研修の計画策定、企画運営の指導等を行う者） 

   イ 研修内容  ○ 新人看護職員研修ガイドラインの概要 

      ○ 新人看護職員臨床研修体制の構築と運営 

      ○ 新人看護職員臨床研修の企画と評価 

      ○ 新人看護職員研修に関わる職員のメンタルサポート 

（２）教育担当者研修 

   ア 受講対象  教育担当者（新人看護研修の企画や運営等を行う者） 

   イ 研修内容  ○ 新人看護職員研修ガイドラインの概要 

      ○ 教育に関する基礎知識  

      ○ 看護基礎教育の現状 

      ○ 実地指導者の育成・支援 

      ○ 新人看護職員研修プログラム作成の実際 等 

（３）実地指導者研修 

   ア 受講対象  実地指導者（新人看護職員に対し臨床の場で直接指導を行う者） 

  イ 研修内容  ○ 新人看護職員研修ガイドラインの概要 

      ○ 新人看護職員臨床研修 

      ○ 新人看護職員への具体的な支援と介入方法 

      ○ 良好な人間関係構築、調整のためのコミュニケーション 

（４）実績                      （単位：人） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

研修責任者研修 ２３ ２４ １３ ２０ １７ 

教育担当者研修 ５８ ３５ ３１ ３６ ４８ 

実地指導者研修 １２３ ４９ ５４ ５５ ７７ 
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事 業 名 認定看護師課程派遣助成事業 No. Ｃ‐２ 

目   的 
認定看護師教育課程へ看護師を派遣する病院に対する研修費の補助により、専門性

の高い認定看護師の養成を支援し、看護の資の向上を図る。 

概   要  

 
１ 補助対象 

  医療法第７条の規定に基づき許可を受けた病院の開設者 

 

２ 補助対象となる資格 

  日本看護協会が日本看護協会認定看護師制度規程により認定した認定看護師資格及び日本精神

科看護協会が精神科認定看護師制度設置規則により認定した精神科認定看護師資格 

 

３ 補助対象となる認定看護分野 

 ・日本看護協会が認定するＡ課程（２１分野）及びＢ課程（１９分野） 

  ・日本精神科看護協会が認定する「精神科看護」分野 

  ※令和６年度から全分野に拡充 

 

４ 交付額 

  基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率１／２を乗じて得た額 

（１）基準額 

   派遣した看護職員１人当たり ７００，０００円 

（２）対象経費 

   病院が負担する受講料（入学金、授業料、実習費）。ただし、入学検定料は含まない。 

 

５ 実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

補助病院数（病院） ７ ４ ７ ４ ３ 

派遣人数 （人） ７ ４ ８ ５ ４ 
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事 業 名 認定看護師等活躍推進事業 No. Ｃ‐３ 

目   的 

主として病院内で活動している認定看護師や専門看護師等が、認定看護師等を配置し

ていない施設等に出向き、専門的視点から助言、技術的指導を行うとともに、地域保健

活動に指導的立場で参画できる体制を構築することにより、県内看護職員全体の質向上

を図る。 

概   要  

１ 事業内容 

（１）実態調査 

分野別に資格を持つ認定看護師等の活動実態を把握し、地域活動を行う上での課題等を把握 

（２）分野別、圏域別研修会 

分野別、圏域ごとに異なる課題の抽出、情報共有 

（３）地域活動に協力可能な認定看護師等の登録 

（４）専門人材を地域の要請に応じて派遣する体制の検討 

（５）地域のニーズとのマッチング 

２ 事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実績 ※令和５年～７年の３ヶ年計画 

○分野別、圏域別研修会（令和５年１２月末現在） 

 

 

年度 Ｒ５ 

開催回数（回） ２ 

参加者数（人） １０８ 
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事 業 名 感染管理体制強化事業 No. Ｃ‐４ 

目   的 
感染管理の要となる認定看護師を県内で養成するとともに、認定看護師による高齢者

施設等の訪問指導や職員研修に取り組むことで、県全体の感染管理体制の強化を図る。 

概   要  

１ 感染管理認定看護師養成研修事業 

 山口県立大学において、日本看護協会が認定する感染管理認定看護師の養成研修を開講する。 

（１）対象者 

   病院等に勤務する実務経験５年以上の看護師等 

（２）研修内容 

   日本看護協会認定の研修（座学、演習、実習等）801 時間（うち 398 時間は e-ラーニング） 

（３）定員 

１５名 

２ 感染管理認定看護師課程派遣助成事業  

 山口県立大学で開講する認定看護師養成課程への職員派遣に係る経費を助成する。 

（１）補助対象 

①感染管理認定看護師未配置の救急告示病院 

②施設訪問指導等県の要請に応じる病院 

（２）交付額 

基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率１／２を乗じて得た額 

ア 基準額 

    派遣した看護職員１人当たり ５９０，０００円 

イ 対象経費 

    代替職員の確保等のかかりまし経費等の派遣に要する経費 

（３）実績（Ｒ５年１２月末現在） 

 

 

 

３ 施設等訪問ラウンド実施事業  

 高齢者施設等職員の感染管理技能の習得に向けた研修や訪問指導等を実施する。 

（１）対象施設 

高齢者施設、児童福祉施設、障害者支援施設、医療機関等 

（２）実施内容 

・施設職員等の感染管理技能の習得に向けた研修 

・施設等訪問ラウンドによる指導 

・各保健所と感染管理認定看護師間のフィードバック 

・感染対策ハンドブックや動画の作成 

４ 在宅感染管理研修事業  

訪問看護師等の在宅療養を支援する専門の方を対象にした研修や在宅療養者等向け啓発リーフ

レットを作成する。 

年度 Ｒ４ Ｒ５ 

補助施設数（施設） ５ ４ 
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事 業 名 特定行為研修派遣助成事業 No. Ｃ‐５ 

目   的 

 特定行為研修に看護師を派遣する施設等に対する研修費の補助により、高度かつ専

門的な知識や技能が特に必要とされる特定行為を行う看護師の養成を支援し、看護の

質の向上を図る。 

概   要  

 
１ 補助対象 

  特定行為研修に看護師を派遣する施設等 

２ 補助対象となる特定行為研修 

  厚生労働省が指定した指定研修機関が行う特定行為研修 

３ 交付額 

  基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率１／２を乗じて得た額 

（１）基準額 

   派遣した看護職員１人当たり ７００，０００円 

（２）対象経費 

   病院が負担する受講料（入学金、授業料、実習費）。ただし、入学検定料は含まない。 

４ 実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

補助施設数（施設） ４ ５ １２ ６ ６ 

派遣人数 （人） ４ ５ １５ １０ ７ 

 

特定行為とは 

 診療の補助であり、看護師が医師の判断をその都度仰がずに、手順書により行う場合には

実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされ

る２１区分３８行為 

 （例）・経口用気管チューブ又は経鼻用チューブの位置の調整 

    ・人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 

    ・気管カニューレの交換 

    ・一時的ペースメーカーの操作及び管理 

    ・心嚢ドレーンの抜去 

    ・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 

    ・中心静脈カテーテルの抜去 

    ・抹消留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 

    ・橈骨動脈ラインの確保 

    ・感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 

    ・インスリンの投与量の調整 

    ・抗けいれん剤や抗精神病薬、抗不安薬の臨時の投与 等 
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事 業 名 看護教員養成講習会事業 No. Ｃ‐６ 

目   的 
 専任教員養成講習会に保健師・助産師・看護師を派遣する施設に対する研修費の補

助により、専任教員の養成確保・看護基礎教育の質の向上を図る。 

概   要  

 
１ 補助対象 

  専任教員養成講習会に保健師・助産師・看護師を派遣する施設 

 

２ 補助対象となる講習会 

 都道府県又はこれに準ずるものとして厚生労働省が認める者が専任教員養成講習会ガイドライ

ンに沿って実施する講習会 

 

３ 交付額 

  基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に補助率１／２を乗じて得た額 

（１）基準額 

   派遣した看護職員１人当たり ４４２，０００円 

 

（２）対象経費 

   施設が負担する受講料（入学金、授業料、実習費）。ただし、入学検定料は含まない。 

 

（３）実績（令和５年１２月末現在）  

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

補助施設数（施設） １ ３ ４ １ ２ 

受講者数 （人） １ ３ ４ １ ３ 
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事 業 名 実習指導強化推進事業 No. Ｃ‐７ 

目   的 
実習指導者の養成やアドバイザーによる助言等により、看護基礎教育における臨地実

習体制を充実・強化し、看護学生の質の向上を図る。 

概   要  

１ 実習指導者養成講習会 

看護教育における臨地実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、効果的な実習指導がで

きるよう、必要な知識及び技術を習得させる。 

（１）対象者 

  看護師等養成所の実習施設で実習指導者の任にある者、又は将来なる予定の者 

（２）実施期間 

   約３か月（２４０時間） 

（３）研修内容 

○教育及び看護に関する科目（教育原理､教育心理､教育方法､教育評価､看護論､看護教育課程） 

○実習指導に関する科目（実習指導の原理、実習指導の評価、実習指導の実際［演習］） 

○その他（看護情報管理、討議法、コーチング、医療安全、保健福祉の動向、看護の動向 等） 

（４）実績                  （単位：人） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

修了者数 ３０ ３３ ２６ ３６ ３９ 

 

２ 実習指導者と看護教員の相互研修 

看護学生の実習指導に携わる実習病院の看護職員と看護師等学校養成所の看護教員の連携強化を

目的とした研修を開催し、臨地実習の体制の整備を図る。 

（１）対象者 

   実習指導に携わる実習病院の看護職員及び看護師等学校養成所の看護教員 

（２）実績 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数（回） ２ 感染症拡大防

止のため中止 

２ ２ ２ 

受講者数（人） ９８ ５８ ５１ ５６ 

 

３ 臨地実習に関するアドバイザーの派遣 

臨地実習を実施する上で課題を抱える実習病院や看護師等学校養成所に向けてアドバイザーを派

遣して助言等支援を実施し、各施設のより効果的な臨地実習の実施に資する。 

（１）対象施設 

   看護学生の臨地実習を行う実習病院及び看護師等学校養成所 

（２）実績 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

派遣回数（回） ２ 
感染症拡大防

止のため中止 
１ ３ ２ 
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事 業 名 助産実践能力向上事業 No. Ｃ‐８ 

目   的 

新任期から中堅期における助産実践能力の向上に必要な研修の実施により、正常分

娩・正常妊娠について医師との連携のもと自己の責任と判断で独自に扱うことができる

アドバンス助産師の養成を支援し、周産期医療提供体制の充実を図る。 

概   要  

１ 新人助産師研修 

（１）対象者  当該年度に新規採用される助産師 

        ※公開講座は新人以外の助産師も対象 

（２）期 間  ５日程度 

（３）内 容  CTGモニタリング判読、分娩時のCTG（演習）、新生児のフィジカルアセスメント、

新生児の看護、母乳哺育支援、緊急時の対応・対応の実際、臨床病態生理の基本、

妊娠と糖尿病、事例検討 等 

（４）方 法  講義又は演習 

２ 中堅助産師研修 

（１）対象者  クリニカルラダーレベルⅠ～Ⅲに該当する助産師 

（２）期 間  ５日程度 

（３）内 容  臨床病態生理、助産倫理、母体感染、遺伝看護（意思決定支援）等 

（４）方 法  講義又は演習 

３ 助産実践研修 

（１）対象者  クリニカルラダーレベルⅢの認証を目指す助産師 

（２）期 間  ２か月程度 

（３）内 容  分娩介助、新生児の健康診査、妊娠期の健康診査、産褥期の健康診査、プライマリ

ーケース、集団指導（含む小集団指導）、母親学級、両親学級 等 

（４）方 法  実践（助産師出向支援導入事業を活用） 

４ 実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

新人助産師

研修 

開催日数(日) ６ ５ ６ ６ ４ 

受講者数(人) １７ １８ １６ １６ １３ 

公開講座受講者数（人）※ ― ― ― ６７ ７９ 

中堅助産師

研修 

開催日数(日) ５ ０ ３ ４ ２ 

受講者数(人) ７９ ― ７４ ７４ ５７ 

助産実践 

研修 
受講者数(人) ０ ０ １ 1 未確定 

  ※新人以外の受講者数 
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事 業 名 看護職員確保対策協議会 

目   的 
 看護職員の確保対策の推進に関する協議会を開催し、広く関係団体の意見を反映さ

せることにより、県民の保健医療の向上に資する。 

概   要  

 

１ 協議会委員 

  １１人 

 

２ 構成 

（１）医療関係団体 

（２）介護保険関係団体 

（３）看護関係団体等 

（４）看護師等養成関係者 

（５）行政関係者 

 

３ 開催回数 

  年１～２回 

 

４ 協議内容 

  ○県内の看護職員の就業状況や離職状況等に関すること 

  ○県の看護職員確保対策に関すること 等 
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事 業 名 看護職員メンタルサポート事業 No. － 

目   的 

新型コロナウイルス感染症の対応により、看護職員の勤務は複雑かつ多忙となり、

周囲からの偏見や自らの感染等に対する不安な状況下におかれていることから、メン

タルサポーターによる相談やメンタルヘルス研修を実施することで看護職員の精神的

なサポートを図る。 

概   要  

１ 公認心理師等の専門職による個別相談 

専門職による個別相談等の状況に応じた適切な支援により、看護職員のメンタルケアにつなげ

る。 

（１）対象者 

  看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

（２）開催回数 

   毎月２回 

（３）実施方法 

対面及びオンライン 

（４）実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数（回） １３ ２３ １８ 

相談件数（件） １３ １８ ５ 

 

２ 研修 

  看護管理者や看護スタッフ、コメディカル、その他院内職員等を対象としたメンタルヘルス研

修や管理体制の整備を図る。 

【職位別等研修】 

 （１）対象者 

    看護職員 

 （２）実績（令和５年１２月末現在） 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数（回） １ ３ ２ 

受講者数（人） ６８ ９８ １３８ 

【出張による院内研修】 

（１）対象者 

    看護管理者、看護スタッフ、コメディカル、その他院内職員等 

（２）実績（令和５年１２月末現在） 
 

 

 

 

※ 令和５年度で終了 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数（回） １１ １２ ９ 

受講者数（人） ３１１ ３１８ １７８ 
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事 業 名 訪問看護師育成支援事業 No. － 

目   的 

訪問看護への関心を高める研修を実施し、訪問看護を目指す者の養成を図るととも

に、訪問看護の初任者から管理者までの職位別研修や訪問看護師と病院の看護職員等

の連携強化に向けた研修等を実施し、訪問看護師の育成を図る。 

概   要  

 
１ 研修の開催 
（１）対象者 

  ①基礎研修 

   訪問看護に興味や関心がある者（※ 経験年数を問わない） 

  ②初任者研修 

   訪問看護師の実務経験が概ね３年未満の者、または、訪問看護師として就労予定の者 

  ③中堅者研修 

   訪問看護師としての実務経験が概ね３年以上１０年未満の者 

  ④管理者研修 

   訪問看護ステーションの管理者 

  ⑤実践研修 

    訪問看護師及び訪問看護に関わる病院の看護職員等 

（２）実績（令和５年１２月末現在）             （単位：人） 

年度 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

基 礎 実１１ 実４１ 実４１ 実４２ 未確定 

初任者 実１９ ― 実１９ 実１８ 実１５ 

中 堅 延１０７ 延５８ 延３５ 
延９６ 

未確定 

管理者 延３７ 延５１ 延５７ 未確定 

実 践 延８１９ 延１８９ 延２６２ 延２４４ 未確定 

                         

 

２ 訪問看護推進協議会 

 訪問看護の推進に関する協議会を開催し、関係者の必要な意見調整を行いながら、訪問看護師

の確保・育成の充実を図る。 

（１）開催回数 

   年１回 

（２）協議内容 

○訪問看護師育成支援事業に関すること 

○訪問看護に関する看護職員の資質向上や確保促進に関すること 

○その他訪問看護の推進に必要なこと 

 

 

※ 令和５年度で終了 
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